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令和5年 6月定例会の開会にあたり、議員各位には、提案い

たしました議案のご審議をいただくことに対しまして、心から

敬意と感謝を表するものであります。 

提出案件の説明に先立ち、私の所信の一端と市政の概要を申

し述べ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い

申し上げたいと存じます。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5 類

になり、本日でひと月経過したところであります。医療体制が

平時に戻ったほか、国や市が個人や企業に行動制限を課すこと

がなくなり、個人の判断に委ねられております。 

しかし、完全に収束してはおりませんので、市民の皆さまに

は基本的な感染対策は忘れず行動していただけるようお願い

するものであります。 

 

また、5類感染症への移行の前後から、感染対策を講じた上

でのイベントや各団体等における委員会、協議会の総会が 4

年ぶりに通常開催されている現状であります。 

私も、日々の会議等へ出席し市民の皆さまと直接、顔と顔を

合わせて会話ができることこそ気持ちが伝わる、意義のあるも

のだと再認識しているところであります。 

一方、時差出勤やオンライン会議などコロナ禍の中での経験

を今後の市政運営にどう活かしていくかについての検討も必

要であると考えております。 
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それでは、市政の概要について述べさせていただきます。 

 

まず、防災についてであります。 

先週 2日に近畿・東海地方を中心に大きな被害をもたらした

台風2号の影響で、市内数か所で土砂流出などの被害が発生し

ております。 

大雨警報の発令により第1配備体制を整え、関係課による警

戒を行うとともに、線状降水帯による大雨が懸念されたことか

ら、市内3か所に避難所を開設したところであります。 

本市では、懸念された大雨による大規模被害等が発生しなか

ったことは幸いではありましたが、今後の台風シーズンにむけ

防災対策等、万全を期してまいります。 

 

次に、ふるさと納税についてであります。 

本市の貴重な財源となる「ふるさと納税」につきましては、

全国の皆様から多くのご寄附をいただいてきているところで

あり、昨年度は約31億 4千 5百万円と30億円の大台を突破し

たところであります。 

本年度におきましても、他の自治体との厳しい競合もありま

すが本市の魅力ある返礼品を用意するなど、ふるさと納税の趣

旨に合った健全な形でふるさと納税寄附の充実を図ってまい

ります。 

 

次に、国際交流事業についてであります。 
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本年度、友好親善都市 30 周年を迎えたアメリカ合衆国アイ

オワ州エイムズ市から、今月 13 日、ジョン・ハイラ市長をは

じめ 10 名の訪問団が、本市を訪れる際には記念式典を行うと

ともに市内各施設の視察、体験や、中学校を訪問するなどの交

流を実施する予定であります。 

また 10 月には、本市代表団のエイムズ市への訪問を予定し

ており、なお一層の交流と親睦を深めてまいります。 

 

次に、環境行政についてであります。 

本市の環境基本条例で定める基本理念に即し、その実現に向

け策定した環境基本計画が最終年度を迎えたことから、本年度、

環境保全や地球温暖化対策などについて、脱炭素社会の実現に

向け、令和 6年度を初年度とする 10 年間の計画策定に取り組

んでまいります。 

 

次に、物価高騰対策支援金支給事業についてであります。 

エネルギー等の物価高騰による、医療機関や介護サービス事

業者及び子育て・福祉サービス事業者等の負担軽減や運営の安

定化を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用し支援金を支給してまいります。 

 

次に、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業についてであ

ります。 

4月及び5月臨時会においてご議決いただいた食費等の物価
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高騰に直面する、ひとり親及び低所得の子育て世帯に対する特

別給付金の支給につきましては、タイトなスケジュールであり

ましたが、プッシュ型での給付における口座振り込みを先月

30日に終えることができました。 

今後、来年2月末まで家計急変世帯等に対する申請の受け付

けが続きますが、対象世帯の実情に寄り添って対応してまいり

ます。 

 

次に、こども家庭センター設置にむけた取り組みについてで

あります。 

来年 4月施行の改正児童福祉法により、こども家庭総合支援

拠点と子育て世代包括支援センターについて、双方の機能や役

割を維持した上で、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な

相談支援を行う「子ども家庭センター」の設置が努力義務とな

ることから設置に向け庁内関係各課で協議を行っているとこ

ろであります。 

 

次に、介護保険事業についてであります。 

高齢化が進展する中、益々その必要性、重要性が高まってお

ります介護保険事業について、本年度は「甲州市高齢者福祉計

画・第8期介護保険事業計画」の最終年度であり、今期の計画

の評価を行う中で、令和6年度を初年度とする次期計画の策定

作業を進めております。 

また、来年度からの地域包括支援センターの外部委託に向け、
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委託事業者選定の準備を進めているところであります。 

 

次に、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業につい

てであります。 

国の特例臨時接種期間が来年 3 月 31 日まで延長されたこと

を受け、本市におきましても、現在、市内医療機関等のご協力

により、65歳以上の方や64歳以下で基礎疾患をお持ちの方等

を対象に、無料でのワクチン接種を実施しております。 

今後も、感染拡大防止や重症化予防の観点から、国の方針に

沿ったワクチン接種を実施してまいります。 

 

次に、甲州市医療経営改善支援事業についてであります。 

本市の医療体制につきましては、「甲州市地域医療体制基本

計画」により推進しているところであります。 

今後も、高齢化の進展等による医療ニーズを的確に捉え、持

続可能な地域医療の提供体制の確保に努めてまいります。 

 

次に、主要イベントの開催についてであります。 

本年度のイベントにつきましては、4年ぶりの通常開催とな

った「ふるさと武田勝頼公まつり」を 4月 23 日、盛況に開催

したところであります。 

今後、「かつぬまぶどうまつり」「およっちょい祭り」「こう

しゅう桜フェスタ」を開催する予定であり、実行委員会等にお

いてイベントの実施内容を検討しております。 
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また、大和地域における、「ふるさと大和夏まつり」や「大

和町民体育祭」も4年ぶりに開催される予定であります。 

引き続き、基本的な感染症対策を図る中で、多くの皆様に甲

州市の観光やイベントにお越しいただき楽しんでいただける

よう取り組んでまいります。 

 

次に、世界農業遺産認定についてであります。 

先月 22 日、ローマの国連食糧農業機関、FAO 本部において

開催されました世界農業遺産認定証授与式に山梨市長、笛吹市

長とともに出席し認定証を受領するとともに、サイドイベント

では峡東地域の果樹農業システムを紹介する展示などを行っ

てまいりました。 

今後は、世界農業遺産保全計画に沿った活動の推進や、市産

果実の高付加価値化等を念頭に置いた啓発イベントなどを実

施し、本地域が世界農業遺産の認定地域であることや、世界的

価値が認められたその農業システムなどを積極的に広報して

まいります。 

なお、一周年記念フェスタを8月に開催する予定で現在進め

ております。 

 

次に、社会資本整備総合交付金事業についてであります。 

市道西広門田 33 号線改良事業につきましては、昨年度に用

地取得契約を7件締結し、本年度も引き続き交渉、契約を行っ

ており、早期開通を目指しているところであります。 
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次に、立地適正化計画の策定についてであります。 

昨年度、庁内検討会を立ち上げ、立地適正化計画の策定に向

けて検討を行ってまいりました。 

本年度は、引き続き検討会で調査研究を重ねながら来年度末

の計画策定を目標として作業を進めてまいります。 

 

次に、水道事業についてであります。 

各戸の水道メータの検針については、現在、隔月で実施して

おりますが、水道事業の DX 化を推進するため、一之瀬高橋地

区の水道メータについて、通信機能を備えた遠隔スマートメー

タを試験的に導入し利用効果等について検証していく予定で

あります。 

 

 次に、塩山地域中学校の再編についてであります。 

 塩山中学校及び塩山北中学校の統合を円滑に実施するため、

両校の学校関係者及び保護者代表で組織する「塩山中学校及び

塩山北中学校統合準備委員会」を立ち上げ、先月 24 日に第 1

回会議を開催したところであります。 

教育課程、学校行事、通学方法、制服等、統合に向けて必要

な事項の検討、調整を図ってまいります。 

 

次に、中学校運動部活動地域移行についてであります。 

 スポーツ庁及び文化庁において「学校部活動及び新たな地域
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クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が昨年

12月に策定されております。 

 本市におきましても、中学校の運動部活動の地域移行に関し

まして調査、審議を行うため先月、統括コーディネーター及び

スポーツコーディネーター各 1 名を委託し、「甲州市中学校運

動部活動地域移行推進委員会」の設置に向け取り組んでいると

ころであります。 

 

次に、勝沼ぶどうの丘についてであります。 

新型コロナウイルスの位置づけが 5 類に移行するのを見据

え、観光地も賑わいを取り戻しつつあった中、ぶどうの丘にお

いても4月の売上は前年度より増加いたしました。中でも、駅

ワインショップにつきましては、営業時間延長と商品内容の見

直しを行い、前年同月の約3倍の売上となっております。 

 今後のトップシーズンに向け職員一丸となって売上回復に

向け取り組んでまいります。 

 

最後に、本議会に提案いたしました補正予算案の概要につい

て、ご説明申し上げます。 

一般会計補正予算第3号は、5,356 万 8千円増額し、補正後

の額を199億 5,082 万 2千円といたしました。 

本議会におきましてご審議等をお願いいたします案件は、条

例案4件、補正予算案1件、その他案件2件、報告事項3件で

あります。 
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なお、その他案件2件の請負契約の締結については、工期期

間の確保が必要であることから本日のご議決をお願いするも

のであります。 

よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申しあげ

ます。 

 

以上、私の所信の一端と主要な施策の概要を申し述べさせて

いただきました。 

今後も甲州市の更なる発展と市民福祉の向上にむけ、全力で

取り組んでまいりますので、市民の皆様並びに議員各位におか

れましては、是非ともより一層のご協力を頂けますようお願い

するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 


